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報告第 １ 号

専決処分の報告について

戸塚環境センター西棟排水処理施設整備工事の請負契約の変更契約を締結するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

契 約 金 額
工 事 名

変 更 前 変 更 後

円 円
戸塚環境センター

西棟排水処理施設 １，０９４，５００，０００ １，１０１，０６７，０００

整 備 工 事

令和６年１月１１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ２ 号

専決処分の報告について

中学校夜間学級新校舎建設工事の請負契約の変更契約を締結することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

契 約 金 額
工 事 名

変 更 前 変 更 後

円 円
中 学 校 夜 間 学 級

７８２，４７８，４００ ７９２，３９６，０００
新 校 舎 建 設 工 事

令和６年１月１８日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ３ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による人身及び車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和４年１１月２日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市大字辻１０１０番地の２先路上

４ 損害賠償の相手方 （１）千葉県山武市在住

男 性 ７２歳

（２）千葉県山武市所在

Ａ株式会社

（３）川口市所在

Ｂ

５ 損 害 賠 償 の 額 ７９７，０００円

（１）１３３，７２７円

（２）２８０，０００円

（３）３８３，２７３円

令和６年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ４ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和５年７月２６日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市上青木西２丁目９番１８号先路上

４ 損害賠償の相手方 川口市在住

男 性 ３４歳

５ 損 害 賠 償 の 額 ３６１，０３２円

令和６年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ５ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和５年８月２２日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市大字峯６９６番地の２先路上

４ 損害賠償の相手方 川口市所在

株式会社Ｃ

５ 損 害 賠 償 の 額 １８１，８８２円

令和６年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ６ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和５年１０月３１日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市中青木２丁目２１番５号先路上

４ 損害賠償の相手方 川口市所在

株式会社Ｄ

５ 損 害 賠 償 の 額 １１，８８０円

令和６年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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